
〈
出
席
者
〉
（
五
十
音
順
）

明
石
、
浅
田
、
池
田
、
市
川
、
岩
崎
、
岩
本
、
上
田
、
岡
、
栗
田

（
隆
）
、
国
府
、
千
藤
、
高
尾
、
高
森
、
竹
下
、
田
村
、
千
々
和
、

土
倉
、
永
田
、
原
、
菱
田
、
福
瀧
、
本
浪
、
真
鍋
、
山
川
、
山
中
、

山
野

第
二
七
巻
第
六
号
（
一
九
七
八
・
ニ
）
に
掲
載
の
資
料
『
一
九
四
九
年

八
月
―
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
追
加
さ
れ
る
二
つ
の
新
議
定
書
』

中
の
第
七
六
条
「
女
子
の
保
護
」
第
三
項
末
尾
に
、
次
の
一
文
を
追
加
す

〈
日
時
〉

〈
場
所
〉

〈
報
告
〉

＾
訂
正
記
事
＞

「
E
C
加
盟
に
よ
る
英
国
商
事
法
の
変
容
」

岩

崎

憲

次

氏

〈
法
学
会
記
事
〉

私
法
・
公
法
政
治
合
同
研
究
会

昭
和
五
十
一
二
年
九
月
六
日
（
水
）
午
後
三
時

2

法
学
会
室

「
一
九
七
八
年
春
の
フ
ラ
ン
ス
総
選
挙
の
分
析
」

土

倉

莞

爾

氏

（
五
六
五
）

「
そ
の
よ
う
な
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
は
、
前
記
の
母
親
に
対
し
て
執
行

し
て
は
な
ら
な
い
。
」

る。

ニニ七

（
竹
本
正
幸
）


